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(カ)医療・介護関係者の研修会

在
宅
医
療
介
護
連
携
の
推
進

＊地域の実情に応じて➁と➂を同時並行で実施する場合もある。

在宅医療・介護連携推進事業
○ 在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成

25年度～27年度により一定の成果。それを踏まえ、平成26年介護保険法改正により制度化。

○ 介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等関係団体と連携しつつ取り組む。

○ 本事業の（ア）～（ク）の８つの事業項目すべてを、平成30年4月にはすべての市区町村が実施。

○ ８つの事業項目は、郡市区医師会等（地域の医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。
○ 都道府県は、市町村における事業の進捗状況等を把握し、地域の課題等を踏まえ、都道府県医師会等関係団体と緊密に連携しつつ、保健
所等を活用しながら、市区町村と郡市区医師会等関係団体等との協議の支援や、複数市区町村の共同実施に向けた調整等により支援。

○ 国は、事業実施関連の資料や手引き、事例集の整備、セミナーの開催等により支援するとともに、都道府県を通じて実施状況を把握。

･

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の

検討
■地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、
在宅医療・介護連携の現状を把握・共有し、課題の抽出
、対応策を検討

（（ア）地域の医療・介護の資源の把握
■地域の医療機関、介護事業所の機能等を情報収集
■情報を整理しリストやマップ等必要な媒体を選択して
共有・活用

市区町村

医療関係者 介護関係者

PDCAサイクルで継続的に

実施することで成長

➀地域の医療・介護連携の実態把握、課題
の検討、課題に応じた施策立案

➁地域の関係者との関係構築・人材育成

（（カ）医療・介護関係者の研修
■地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じ、
多職種連携の実際を習得
■介護職を対象とした医療関連の研修会を開催 等

＊図の出典：富士通総研「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」報告書を一部改変（平成27年度老人保健健康増進等事業）

事業項目と事業の進め方のイメージ
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➂（ア）（イ）に基づいた取組の実施

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
■地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービス
の提供体制の構築を推進

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援
■情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療・介護関係
者の情報共有を支援

■在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援
■医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等に
よる、在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、
連携の取組を支援

（キ）地域住民への普及啓発
■地域住民を対象にしたシンポジウム等の開催
■パンフレット、チラシ、区報、HP等を活用した、在宅医療・介護サ

ービスに関する普及啓発
■在宅での看取りについての講演会の開催等

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
■同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連
携して、広域連携に必要な事項について検討
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１ 在宅医療・介護連携推進事業の実施状況
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

（ア）地域の医療・介護の資源の把握

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援

（カ）医療・介護関係者の研修

（キ）地域住民への普及啓発

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

在宅医療・介護連携推進事業の実施時期（年度別割合）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年4月
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在宅医療・介護連携推進事業の着手年度別市町村数
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２ 在宅医療・介護連携推進事業に係る各事業項目ごとの道内市町村の

実施状況
野村総合研究所「平成30年度地域包括ケアシステムにおける在宅医療・介護連携推
進事業のあり方に関する調査研究」の市町村アンケート調査結果をもとに作成

96.1%（171）

78.7%（140）

46.6%（83）

18.0%（32）

5.6%（10）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1.地域で把握可能な既存情報の整理

2.地域内の医療・介護関係者や住民への地域内の医療・介護資源の情報共有

3.在宅医療・介護の需要や供給の現状把握

4.在宅医療・介護の需要や供給の将来推計

5.その他の取組の検討・実施、または上記以外の新たな事業実施計画等の策定

64.6%（115）

54.5%（97）

29.2%（52）

27.0%（48）

25.3%（45）

12.4%（22）

12.4%（22）

7.9%（14）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.地域における検討会・会議体等の開催

2.職能団体へのヒアリングを通じて、地域の課題や対処を要する事項の抽出

3.地域における検討会・会議体の整理（統廃合）

4.必要な会議体の組織化及び会議体の参加者の選定

5.ヒアリングで得た内容を類型化し、問題・要対処事項の一般化

6.検討・承認の２つの機能を持つ会議体を使い分け、事業計画・方針の策定

7.在宅医療・介護の需給バランスの検討

8.その他の取組の検討・実施、または上記以外の新たな事業実施計画等の策定

（ア）地域の医療・介護の資源の把握

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

※各項目の（ ）内の数字は実施市町村数
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89.3%（159）

53.9%（96）

33.7%（60）

23.6%（42）

9.0%（16）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.地域における在宅医療資源及び提供体制の把握

2切れ目のない在宅医療・介護の提供体制のあり方の関係者による検討・調整

3.地域における切れ目のない医療提供体制の目指すべき姿の設定

4.具体的な体制の整備に向けた調整や施策運用時のルールの策定

5.その他の取組の検討・実施、または上記以外の新たな事業実施計画等の策定

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援

69.7%（124）

66.3%（118）

51.7%（92）

41.0%（73）

24.2%（43）

5.1%（9）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.既存の連携ツールやルールの整理・新規のツールやルールの整理及び検討

2.情報共有に係る課題及び共有が必要な情報の確認

3.ツールやルールの新規作成・改定

4.新規作成・改定したツールやルールの関係団体内での周知徹底

5.定期的な利用実態のモニタリング及びツールやルールの運用状況の把握

6.その他の取組の検討・実施、または上記以外の新たな事業実施計画等の策定
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74.7%（133）

61.2%（109）

48.3%（86）

46.1%（82）

5.1%（9）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.相談窓口の設置及び運営

2.相談窓口の設置に向けた準備

3.相談窓口の機能の周知

4.多様な相談への対応が可能な人材の確保・育成や関係者との連携体制の構築

5.その他の取組の検討・実施、または上記以外の新たな事業実施計画等の策定

67.4%（120）

62.9%（112）

50.6%（90）

20.2%（36）

9.0%（16）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.地域内の既存の研修の把握・整理

2.ニーズや課題に応じた研修の実施

3.関係者へのヒアリングやアンケート等を通じた研修ニーズ・課題の把握

4.研修の実施支援・研修後フォローの実施

5.その他の取組の検討・実施、または上記以外の新たな事業実施計画等の策定

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援

（カ）医療・介護関係者の研修
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84.3%（150）

58.4%（104）

37.6%（67）

34.8%（62）

6.2%（11）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.関係市町村における在宅医療・介護連携推進事業の取組状況の把握

2.関係市町村との広域的に取り組むべき内容と必要性の確認

3.関連行政及び地域内の各職能団体との広域的な取組に関する協議の場の設定

4.行政及び各職能団体の実務者・役職者による広域的な取組に向けた協議

5.その他の取組の検討・実施、または上記以外の新たな事業実施計画等の策定

（キ）地域住民への普及啓発

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

77.5%（138）

60.7%（108）

46.1%（82）

8.4%（15）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.普及啓発の内容の確認

2.普及啓発（情報提供）の実施

3.普及啓発の対象者及び普及啓発に用いる媒体の選定

4.その他の取組の検討・実施、または上記以外の新たな事業実施計画等の策定


